老人クラブ補助金額
	単位ｸﾗﾌﾞ会員数
	補　助　金　額

	２９人以下
	均等割36,000円＋一律加算 5,000円＝41,000円

	３０ ～  ４９人
	均等割36,000円+一律加算10,000円＝46,000円

	５0 ～１５０人
	均等割36,000円+一律加算15,000円+人数加算1,000円×(会員数-50）
例）①会員数50人のクラブ
　　均等割３６，０００円＋一律加算15,000円＋人数加算1,000円×(50-50)＝51,000円

②会員数６０人のクラブ
均等割３６，０００円＋一律加算15,000円＋人数加算1,000円×(60-50)=61,000円
③会員数１５０人のクラブ
均等割３６，０００円＋一律加算15,000円＋人数加算1,000円×(150-50)＝１５１，０００円

	１５1人以上
	人数に関わらず、会員数１５０人の場合の補助金額(151,000円)と同額


※均等割について
均等割は、４月から翌年３月までの１２か月を対象とし、１か月あたり3,000円、年間36,000円となります。前年度から引き続き活動を行うクラブには、36,000円の均等割が加算されます。
なお、今年度中に設立したクラブについては、設立月から均等割の対象となります。

【例】令和８年５月に設立した場合

対象期間は５月から翌年３月までの１１か月となるため、

3,000円 × 11か月 ＝ 33,000円 となります。
補助金支給の条件

栃木市老人クラブ連合会に加入している単位老人クラブであること
老人クラブ活動の事例

○社会奉仕活動事業

ゆーあい訪問活動（ねたきり老人等の慰問、ひとり暮らし老人への一声運動）

清掃奉仕（神社、仏寺境内、公園、道路等の清掃、草刈り）

廃品回収（空カン､空ビン回収）

登校､下校時の交通安全奉仕

地域美化運動（花壇の管理､植樹､花いっぱい運動）

地域の催物に対する協力（不用品バザー､子供会活動､盆踊りなど）

○老人教養講座開催等事業

健康教育講座（健康管理､応急処理の仕方）

老人健康食講座

社会問題等教養講座

生きがい講座（短歌、俳句、書道など）

交通安全教育

郷土文化等の伝承（歴史､民謡など）

○健康増進事業

歩け歩け運動

老人体操

グラウンドゴルフ（練習、大会参加）

輪投げ（練習、大会参加）

市老人スポーツ大会、その他各種競技会への参加
